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当院職員による酒気帯び運転事故について  
 
 このたびは、当院職員が起こした酒気帯び運転による事故につきまして

は、皆様にはご迷惑、ご心配をおかけし、深くお詫びを申し上げます。  
 飲酒運転は決して許される行為ではありません。日頃より綱紀粛正を指

導しておりましたが、今後はより一層指導して参ります。誠に申し訳あり

ませんでした。  
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